
議案第１８０号 

さいたま市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて

さいたま市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例を次のように定

める。

平成２７年１１月２５日提出

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例

さいたま市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２４年さいたま市条例第

４０号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

 （住民基本台帳カードの利用に関する経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による廃止前のさ

いたま市住民基本台帳カードの利用に関する条例第５条第１項の規定により交付サ

ービスの提供を受けている住民基本台帳カードの利用については、施行日から当該

住民基本台帳カードの有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

 （印鑑登録証とみなされた住民基本台帳カードの利用に関する経過措置）

３ 施行日前に附則第７項の規定による改正前のさいたま市印鑑条例（平成１３年さ

いたま市条例第２００号）第７条の２第２項の規定により印鑑登録証とみなされた

住民基本台帳カードの利用については、施行日から当該住民基本台帳カードの有効

期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

 （さいたま市市税条例の一部改正）

４ さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を



当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］

２ 前項本文の規定にかかわらず、さいたま市印鑑

条例（平成１３年さいたま市条例第２００号）第

１３条第２項に規定する端末機による法第２０条

の１０の納税証明書の交付手数料は、証明書１枚

ごとに２００円とする。

２ 前項本文の規定にかかわらず、さいたま市住民

基本台帳カードの利用に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第４０号）第２条第１号に規定す

る自動交付機及び同条第２号に規定する民間端末

機による法第２０条の１０の納税証明書の交付手

数料は、証明書１枚ごとに２００円とする。

３ ［略］ ３ ［略］

 （さいたま市事務手数料条例の一部改正）

５ さいたま市事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第６９号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１ 各種の証明 １件につき ３００円（さい

たま市印鑑条例（平成１３年

さいたま市条例第２００号）

第１３条第２項に規定する端

末機により証明書の交付を受

ける場合については、１件に

つき２００円）

２～４ ［略］

事務の種類 手数料の額

１ 各種の証明 １件につき ３００円（さい

たま市住民基本台帳カードの

利用に関する条例（平成２４

年さいたま市条例第４０号）

第２条第１号に規定する自動

交付機及び同条第２号に規定

する民間端末機により証明書

の交付を受ける場合について

は、１件につき２００円）

２～４ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

 （さいたま市戸籍等関係事務手数料条例の一部改正）



６ さいたま市戸籍等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７１号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１ ［略］

２ 住民票又は

戸籍の附票の

写しの交付

１件につき ３００円（さい

たま市印鑑条例（平成１３年

さいたま市条例第２００号）

第１３条第２項に規定する端

末機（以下「端末機」という。

）により交付を受ける場合に

ついては、１件につき２００

円）

３～７ ［略］

８ 印鑑登録に

関する証明

１件につき ３００円（端末

機により証明書の交付を受け

る場合については、１件につ

き２００円）

９・１０ ［略］

事務の種類 手数料の額

１ ［略］

２ 住民票又は

戸籍の附票の

写しの交付

１件につき ３００円（さい

たま市住民基本台帳カードの

利用に関する条例（平成２４

年さいたま市条例第４０号）

第２条第１号に規定する自動

交付機及び同条第２号に規定

する民間端末機（以下「交付

機等」という。）により交付

を受ける場合については、１

件につき２００円）

３～７ ［略］

８ 印鑑登録に

関する証明

１件につき ３００円（交付

機等により証明書の交付を受

ける場合については、１件に

つき２００円）

９・１０ ［略］

 （さいたま市印鑑条例の一部改正）

７ さいたま市印鑑条例の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



改正後 改正前

（住民基本台帳カードによる印鑑登録証）

第７条の２ 前条の規定にかかわらず、市長は、印

鑑の登録を受けた者から住民基本台帳カードを印

鑑登録証とする旨の申請があったときは、当該申

請を行った者の住民基本台帳カードに印鑑の登録

を受けている旨を記録し、当該申請を行った者に

対して交付するものとする。

２ 前項の規定により交付した住民基本台帳カード

（以下「住民基本台帳カードによる印鑑登録証」

という。）は、印鑑登録証とみなす。

３ 市長は、住民基本台帳カードによる印鑑登録証

の交付を受けている者から住民基本台帳カードを

印鑑登録証としない旨の申請があったときは、住

民基本台帳カードから印鑑の登録を受けている旨

の記録を抹消した上で返却し、印鑑登録証（前項

の規定により印鑑登録証とみなされた住民基本台

帳カードによる印鑑登録証を除く。第８条第１項、

第９条第１項、第１０条第１項第２号、第１３条

第２項及び第１８条第２号において同じ。）を新

たに交付するものとする。

（住民基本台帳カードによる印鑑登録証の有効期

間）

第７条の３ 住民基本台帳カードによる印鑑登録証

の有効期間は、当該住民基本台帳カードの有効期

間と同一とする。

（印鑑登録証の返還） （印鑑登録証の返還）

第９条 印鑑の登録を受けている者（以下「印鑑登

録者」という。）が次の各号のいずれかに該当す

るときは、本人又はその代理人は、印鑑登録証を

市長に返還しなければならない。

第９条 印鑑の登録を受けている者（以下「印鑑登

録者」という。）が、次の第１号から第４号まで

のいずれかに該当するときは本人又はその代理人、

次の第５号に該当するときは本人は、印鑑登録証

を市長に返還しなければならない。

⑴～⑷ ［略］ ⑴～⑷ ［略］

⑸ 第７条の２第１項に規定する申請を行うとき。

２ 住民基本台帳カードによる印鑑登録証の交付を

受けている者が前項第１号又は第４号に該当する

ときは、市長は、住民基本台帳カードから印鑑の

登録を受けている旨の記録を抹消した上で返却す

るものとする。

（印鑑登録証明書の交付申請） （印鑑登録証明書の交付申請）

第１３条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録

証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録

証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に

申請しなければならない。

第１３条 印鑑登録者又はその代理人（住民基本台

帳カードによる印鑑登録証を添えて申請する場合

は、印鑑登録者に限る。）は、印鑑登録証明書の

交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交

付申請書に印鑑登録証（住民基本台帳カードによ

る印鑑登録証の場合は、住民基本台帳カードによ



る印鑑登録証及び暗証番号）を添えて、市長に申

請しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑

登録証を端末機（本市の電子計算機と電気通信回

線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操

作を行うことにより、証明書等を自動的に交付す

る機能を有するものをいう。第１７条において同

じ。）に使用し、暗証番号その他必要な事項を入

力することにより印鑑登録証明書の交付を申請す

ることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑

登録証をさいたま市住民基本台帳カードの利用に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第４０号。

以下この項において「利用条例」という。）第２

条第１号に規定する自動交付機（以下「自動交付

機」という。）に使用し、又は住民基本台帳カー

ド（利用条例第４条第２項の規定により、利用条

例第３条第４号に規定する自己に係る印鑑登録証

明書を交付することに必要な情報を記録したもの

に限る。）を自動交付機及び利用条例第２条第２

号に規定する民間端末機（以下「民間端末機」と

いう。）に使用し、暗証番号その他必要な事項を

入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請

することができる。

３ ［略］ ３ ［略］

（印鑑登録証明書の交付） （印鑑登録証明書の交付）

第１７条 市長は、第１３条の規定により印鑑登録

証明書の交付申請があったときは、当該申請をし

た者に対し、印鑑登録票に登録されている印影の

写し（電子計算機又は端末機により出力されたも

のを含む。以下同じ。）に次に掲げる事項を記載

して作成された印鑑登録証明書を交付するものと

する。

第１７条 市長は、第１３条の規定により印鑑登録

証明書の交付申請があったときは、当該申請をし

た者に対し、印鑑登録票に登録されている印影の

写し（電子計算機、自動交付機又は民間端末機に

より出力されたものを含む。以下同じ。）に次に

掲げる事項を記載して作成された印鑑登録証明書

を交付するものとする。

⑴～⑸ ［略］ ⑴～⑸ ［略］


